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源
泉
徴
収
票
が 

送
付
さ
れ
ま
す

　

厚
生
年
金
・
国
民
年
金
の「
老

齢
年
金
」
な
ど
、
老
齢
（
退
職
）

を
支
給
事
由
と
す
る
公
的
年
金

は
、
税
法
上
「
雑
所
得
」
と
し

て
所
得
税
の
課
税
対
象
と
な
り

ま
す
。こ
の
う
ち
、「
老
齢
年
金
」

の
額
が
１
０
８
万
円
以
上
（　
６５

歳
以
上
の
方
は
１
５
８
万
円
以

上
）
の
方
に
つ
い
て
は
、
所
得

税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
ま
す
。

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、　

年
２５

１
月
～　

月
中
に「
老
齢
年
金
」

１２

を
受
け
取
っ
て
い
る
方
全
員
に
、

源
泉
徴
収
票
を　

年
１
月
中
に

２６

送
付
し
ま
す
。
源
泉
徴
収
票
は
、

年
金
以
外
に
収
入
が
あ
り
、
税

務
署
で
確
定
申
告
を
す
る
と
き

や
、
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る

と
き
に
添
付
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

も
し
、
源
泉
徴
収
票
を
紛
失

し
た
場
合
は
、
再
交
付
が
で
き

ま
す
の
で
、
武
蔵
野
年
金
事
務

所
ま
た
は
「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ

ル
」
☎
０
５
７
０
・　

・
１
１

０５

６
５
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

※
「
障
害
年
金
」
や
「
遺
族

年
金
」
は
非
課
税
の
た
め
、
源

泉
徴
収
票
は
送
付
し
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
年
金
事
務
所
☎

０
４
２
２
・　

・
１
４
１
１
へ
。

５６

　
　

月
１
日
に
民
生
・
児
童
委
員

１２
の
一
斉
改
選
が
行
わ
れ
、　

人
の

５４

方
が
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ

れ
ま
し
た
。

　

民
生
委
員
は
生
活
に
困
っ
て
い

る
方
や
高
齢
者
、
障
害
者
、
子
育

て
中
の
方
な
ど
の
生
活
上
の
悩
み

事
や
、
地
域
の
福
祉
に
関
す
る
相

談
を
受
け
て
い
ま
す
。
ま
た
必
要

に
応
じ
て
市
役
所
や
児
童
相
談
所

な
ど
の
関
係
行
政
機
関
へ
橋
渡
し

を
行
っ
て
い
て
、「
地
域
福
祉
の
パ

イ
プ
役
」
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

民
生
委
員
は
児
童
委
員
を
兼
ね

て
い
る
た
め
、「
民
生
委
員
・
児
童

委
員
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
担
当
区
域
を
持
た
ず
に
児
童

福
祉
に
特
化
し
て
活
動
す
る
主
任

児
童
委
員
が
い
ま
す
。

　

今
回
は　

年　

月
１
日
に
新
し

２５

１２

く
委
嘱
さ
れ
た
６
人
の
方
と
、
退

任
さ
れ
た　

人
の
方
を
ご
紹
介
し

１３

ま
す
（
敬
称
略
）。

　
【
新
任
の
委
員
（
担
当
区
域
）】

大
野
浩
子
（
東
本
町
９
～　

番
）、

１６

葛
西
正
人
（
浅
間
町
三
丁
目
１
～

　

番
）、
馬
本
房
子
（
主
任
児
童
委

１４員
）、橋
本
恵
美
子（
滝
山
七
丁
目
）、

更

新

手

続

き

　

自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
）

を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
有
効
期

間
が
経
過
す
る
と
、
自
立
支
援
医

療
費
の
受
給
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
継
続
す
る
場
合
は
、
必
ず
更

新
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

有
効
期
間
は
、
お
手
持
ち
の
受
給

者
証
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

更
新
手
続
き
は
、
有
効
期
間
の

３
カ
月
前
か
ら
障
害
福
祉
課
（
市

役
所
１
階
）
で
受
け
付
け
ま
す
。

診
断
書
の
提
出
は 

２
年
に
１
度
で
す

　

更
新
手
続
き
に
お
け
る
診
断
書

の
提
出
は
、
病
状
お
よ
び
治
療
方

針
の
変
更
が
な
い
場
合
、「
２
年
に

１
度
提
出
」
で
す
。
前
回
申
請
の

際
に
診
断
書
を
提
出
し
た
場
合
は
、

今
回
の
更
新
申
請
で
は
診
断
書
の

提
出
は
不
要
と
な
り
ま
す
。
な
お
、

更
新
手
続
き
は
毎
年
必
要
で
す
。

　

有
効
期
間
を
過
ぎ
て
か
ら
の
再

　

今
年
４
月
に
小
・
中
学
校
に
入

学
す
る
お
子
さ
ん
の
保
護
者
を
対

象
に
、
入
学
説
明
会
を
開
催
し
ま

す
。
対
象
者
に
は　

月
中
に
通
知

１２

を
送
付
し
て
い
ま
す
。
日
程
は
左

　

市
有
地
を
競
争
入
札
で
売
却
し

ま
す
。
詳
細
は
案
内
書
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　
【
案
内
書
配
布
期
間
・
場
所
】
土

曜
・
日
曜
日
を
除
く
１
月　

日
１４

（
火
）
～
２
月
７
日
（
金
）
の
午

前
８
時
半
～
午
後
５
時
（
正
午
～

午
後
１
時
を
除
く
）、
管
財
課
（
市

役
所
４
階
）
で
配
布
。
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す

　
【
物
件
】所
在
地
＝
東
久
留
米
市

開
申
請
や
、
前
回
の
更
新
時
に
診

断
書
無
し
で
手
続
き
し
た
方
は
、

診
断
書
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

を
所
持
し
て
い
る
方
は
、
前
回
更

新
時
に
診
断
書
を
提
出
し
た
場
合

で
も
、
手
帳
更
新
の
た
め
に
診
断

書
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
診
断
書
の
提
出
が
必
要
か
不

明
な
方
は
、
同
課
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

所
得
区
分
の
変
更
手
続
き

　

保
険
証
の
世
帯
が
変
更
に
な
っ

た
、
ま
た
は
前
年
度
と
課
税
状
況

が
変
わ
っ
た
な
ど
の
場
合
、
有
効

期
間
の
途
中
で
も
所
得
区
分
変
更

手
続
き
が
で
き
ま
す
。

　

所
得
区
分
変
更
手
続
き
を
行
っ

た
場
合
、
申
請
日
の
翌
月
初
日
か

ら
新
し
い
所
得
区
分
が
適
用
さ
れ

ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
地
域
支
援
係
☎

４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

幸
町
四
丁
目
１
０
９
０
番　

、
１

１７

０
９
２
番
２
、
１
０
９
３
番
１
、

１
１
０
９
番
１
、
１
１
１
０
番
２

お
よ
び
１
１
１
８
番
４
▼
面
積

（
実
測
）
＝
２
８
９
４
・　

平
方

５２

丿
▼
用
途
＝
第
一
種
低
層
住
居
専

用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専

用
地
域

　
【
参
加
者
の
資
格
】個
人
ま
た
は

法
人

　
【
購
入
条
件
】①
最
低
売
却
価
格

＝
４
億
４
０
０
０
万
円
②
当
該
土

地
に
関
し
て
は
、一
部
を
事
業
系
・

非
住
宅
系
と
し
て
利
用
す
る
こ
と

　
【
売
却
ま
で
の
予
定
】入
札
日
＝

２
月　

日
（
金
）
▼
契
約
締
結
日

１４

＝
２
月　

日
（
月
）
▼
売
却
代
金

２４

の
納
入
期
日
＝
３
月　

日
（
月
）

１０

　

詳
し
く
は
同
課
管
財
係
☎
４
７

０
・
７
７
１
８
へ
。

表
の
通
り
で
す
。
筆
記
用
具
・
上

履
き
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
学
務
課
☎
４
７
０
・

７
７
７
９
へ
。

※東京都でも、「交通事故相談」緯０３・５３２０・７７３３を行っています。予約制でなく当
日受け付けのため、詳しくは直接問い合わせてください

2月の お気 軽にお気 軽に
　 無 料 相 談無 料 相 談
お気 軽にお気 軽に
　 無 料 相 談無 料 相 談
お気 軽に
　 無 料 相 談

◆東久留米市の行政相談…　篠宮松美氏（南町、緯４６５・１８３９）▽岡部佳子氏（幸町、緯４７４・０３７９）

《事前に電話でご予約を》

会　場予 約 開 始 日 ・定員など相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所
２階
相談室

午前８時半
から電話で
生活文化課
緯４７０・７７３８

１月３０日（木）・各日８人
弁護士

いずれも水
曜日午前１０
時から

５日・１２日
法 律 相 談

２月１３日（木）・各日８人１９日・２６日

１月３１日（金）・５人司法書士５日（水）午後１時から登 記 相 談
１月３１日（金）・５人土地家屋調査士５日（水）午後１時から表示登記相談
２月７日（金）・５人税理士１２日（水）午後１時から税 務 相 談
２月１４日（金）・４人人権擁護委員１９日（水）午後１時から人権身の上相談
２月１４日（金）・５人宅地建物取引主任者１９日（水）午後１時から不 動 産 相 談
２月２０日（木）・５人弁護士２６日（水）午後１時から交通事故相談

２月６日（木）・４人行政書士１２日（水）午前１０時から相続・遺言・成年
後見等手続相談

２月２０日（木）・４人社会保険労務士２６日（水）午前１０時から年金・労災・雇用保
険・人事管理等相談

東久留米市 
商工会館

前日までに東久留米市商工会緯
４７１・７５７７

市商工会
経営指導員

平日の
午前１０時～午後４時経 営 相 談

男女平等
推進
センター

午前９時か
ら電話で男
女平等推進
センター
緯４７２・００６１

１月２２日（水）・各日３人女性
カウンセラー

いずれも月曜
日の午後１時
半～４時半

３日・１０日女性の悩みごと
相 談 ２月５日（水）・各日３人１７日・２４日

１月２４日（金）・３人女性弁護士７日（金）午前９時半～
午後０時半

女性弁護士によ
る 法 律 相 談

市役所１階
屋内ひろば

前日までに同協会事務局・桑原
建築設計事務所緯４７６・１５１５

東久留米
建築設計協会

１４日（金）
午後２時～５時耐 震 相 談

中央相談室緯４７３・３６６７
（成美教育文化会館内教育センター）教育相談員

午前１０時～
午後５時
※電話相談
も可

火曜～
土曜日教 育 相 談 室 滝山相談室緯４７５・８９０９

（西中学校隣）
月曜～
金曜日

子育て支援課緯４７０・７７３６母子自立支援員開庁日母 子 相 談

《直接会場へどうぞ》

会　場相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所１階
相談室

知的障害者相談員１２日（水）午前１０時～正午知的障害者相談

身体障害者相談員１４日（金）午前１０時～正午身体障害者相談

さいわい福祉
センター

さいわい福祉
センター指導員

平日の午前９時～午後５時
※電話相談も可緯４７７・２７１１

心身障害者（児）
相 談

市役所１階
ワークコーナー

ハローワーク
三鷹職員

開庁日の
午前９時～午後５時職 業 相 談

市役所１階 
屋内ひろば

市住宅増改築等斡旋
事業登録団体協議会

１３日（木）
午前１０時～午後４時住宅増改築相談

生活文化課
（市役所２階）消費生活相談員平日の午前１０時～午後４時

※電話相談も可緯４７３・４５０５消 費 者 相 談

《訪問します》

ご自宅助産師・保健師訪問希望の方は健康課保健
サービス係緯４７７・００２２

妊 婦 訪 問

赤 ち ゃ ん 訪 問

市
有
地
を
売
却
し
ま
す

松
井
直
枝
（
柳
窪
二
丁
目
１
～
７

番
、
柳
窪
三
丁
目
）、
川
村
明
美

（
主
任
児
童
委
員
）

　
【
退
任
さ
れ
た
委
員
（
担
当
区

域
）】
堀
和
子
（
神
宝
町
一
丁
目
）、

大
栗
泰
行
（
小
山
四
・
五
丁
目
）、

富
塚
健
二
（
中
央
町
二
丁
目
）、
宮

田
敏
子
（
中
央
町
三
丁
目
）、
加
藤

啓
子
（
ひ
ば
り
が
丘
団
地
６
番
１

～
７
号
、
１
８
５
号
）、
岸
由
利
子

（
主
任
児
童
委
員
）、
中
道
芳
子

（
前
沢
五
丁
目　

～　

番
）、樋
沢

２０

３４

勝
代（
八
幡
町
一
丁
目
７
～
９
番
）、

對
馬
み
つ
子
（
八
幡
町
三
丁
目
）、

島
﨑
勝
世
（
野
火
止
一
丁
目
、
下

里
一
丁
目
）、
赤
樫
冨
美
子
（
下
里

四
丁
目
１
番
１
～　

号
、
２
～
４

１５

番
）、
奥
住
章
子
（
柳
窪
二
丁
目
１

～
７
番
、
柳
窪
三
丁
目
）、
田
中
美

恵
子
（
主
任
児
童
委
員
）

　

詳
し
く
は
福
祉
総
務
課
福
祉
政

策
係
☎
４
７
０
・
７
７
４
１
へ
。

自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
）

を
受
給
し
て
い
る
方
へ

地
域
の
身
近
な
相
談
相
手

民
生
委
員
・
児
童
委
員
が

改
選
さ
れ
ま
し
た

　

新
市
長
就
任
に
伴
う
シ
ス
テ
ム

変
更
の
た
め
、
１
月　

日
（
日
）

１９

は
市
民
プ
ラ
ザ
（
市
役
所
１
階
）

お
よ
び
東
久
留
米
駅
東
口
（
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
１
階
出
入
り
口
横
）
に

設
置
す
る
証
明
書
自
動
発
行
機
の

運
用
を
停
止
し
ま
す
。

　

利
用
い
た
だ
く
皆
さ
ま
に
は
、

ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご

理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
市
民
課
☎
４
７
０
・

７
７
２
２
へ
。

市
民
プ
ラ
ザ
・
東
久
留
米
駅
東
口
に
設
置
の

証
明
書
自
動
発
行
機
を
停
止
し
ま
す

　
【
日
時
】
１
月　

日
（
水
）
午
後

２２

１
時
半
～
５
時

　
【
場
所
】市
役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ

ば
　
【
相
談
内
容
】
年
金
、
社
会
保
険

（
健
康
保
険
、
雇
用
保
険
、
介
護

保
険
）、
労
働
問
題
（
賃
金
未
払
い
、

解
雇
な
ど
）

　
【
定
員
】
５
人
程
度

　
【
費
用
】
無
料

　

当
日
直
接
会
場
へ
。

　

詳
し
く
は
生
活
文
化
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
８
へ
。

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る

　

無
料
相
談
会
を
実
施
し
ま
す

　

年
度
に
入
学
す
る
児
童
・
生
徒
の
ご
家
庭
へ

２６
入
学
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

２６年度　新１年生入学説明会日程
開催日学校名

２月１４日（金）第 一 小 学 校
２月７日（金）第 二 小 学 校
２月４日（火）第 三 小 学 校
２月３日（月）第 五 小 学 校
２月５日（水）第 六 小 学 校
２月１７日（月）第 七 小 学 校
２月７日（金）第 九 小 学 校
２月６日（木）第 十 小 学 校
２月２０日（木）小 山 小 学 校
２月６日（木）神 宝 小 学 校
２月４日（火）南 町 小 学 校
２月１４日（金）本 村 小 学 校
２月４日（火）下 里 小 学 校
１月２７日（月）久留米中学校
１月２８日（火）東 中 学 校
２月４日（火）西 中 学 校
２月７日（金）南 中 学 校
１月２３日（木）大 門 中 学 校
２月７日（金）下 里 中 学 校
２月１０日（月）中 央 中 学 校


